
P　F　I事業実施プロセスに関するガイドライン

（一部抜粋）



　　　’ステッ’プ4．民聞事’業者’の募集、評価・選定、公表　　　　　　　　　．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＝　　　　　　　　　　　　　　I　　　　4二1　民商事業者の募粂、辞緬二邊差　　’　　　’　　　　　　　≡
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　；

　　　　（基本的な考え方）　　　　　　　　　　．　　　．　　　　　　　　、　　　　1

　　　　　（1），特定辛業の碑続いて“を碑する亭聞秦業者の鋲・甲鋼・離を行r1帥

　　　　　　つ｝聞事業者の募集・評価一騨に当走って．・別蝉用を即やべ亭飾法制1
　　　　　　度かある場合はこれ1と徒うこととなる余、いずれの場合においセも、次の事項にl

1　　　　留意する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I　　　　　　甲、「今平佳原則j、にのっ．と1競雑を拝保しづつ・「細性牢卑11」に苧づき手11・・

　　　　　　　続の琴明性を娃糺た上そ実施すること干　　　　　．．　1
　　　　　　9’そ亭る昨醇業芦の牟臆甲発畔る辛1畠和十．・、　1l・1〕
　　　　　　③旛の提案輪鯛や鋤の締結に要する麺廟の確保ヒ配牽す肴十　11・ω

　　　　　　④　応募者の負捜を軽減するように配慮ナること。　　　　　　　　　　　　　＝
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＝
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　；
　　　　　ω坤（巾の坤業者の苧臆エキの坤走めに1ま・畔枠る十苧ム共サ1l・閉

　　　　　　ニビス咋準を必琴な騨セ叶ことを基本と㌧構紙．辞坤真㈱な仕1
　　　　　　様の特定にっい刊ま必要簸小鰻にとどめるという、いわゆる性能奏注の考え方を＝

　　　　　　採ることが必要である。また、提供されるべき公共サービス水準を逢成寺るため＝
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　？サプスの騨方法’手段に？いては・応琴者g創意平夫苧蝉されるよ．うな1

　　　　　　条律辛擁除し、弔細楽細会臆工夫1こゆ走舶こと余適当である。　　1

　　　　　　　咋．発叶る蹄の具体的畔につい亡は・そきる酌蹄こ捧示し・応募1

　　　　　　者が其勘理解を得るようにすると＝とが率裏で狐・、．．　　　1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　．側一一雌蝉を行1に半たっては“峠応募す維細卸坤坤結果を1
　　　　　　適劫かつ客鮒に評櫛す苧ことが苧要である“めため・繭事業予咋案を評斧1111

　　　　　　価するための客観的な評循墓準の設定が必要となる日さらに、公兵サービスの水1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I　　　　　　準等について、やむを得ず定性的な評価基準を用いる場含でも、．．詩価結果の数量…

　　　　　　花により客観性を確保することが必要である。　　　　　　　　　　　　　　　＝

　　　　　　　とめよ1郷を行1畢合には・準の事項に留法狐　・＝．、　1
　　　　　　①価棲及びその他？条件により畔を有おう牛す鵬合に1‡、評細白、評価1

　　　　　　　基準、配点等を募集の鮭にあらかじあ明示すること。　　　　　　　　　　　≡

　　　　　　②　提供されるべき公共サービスの永準等を示した仕様書に対する邊加の提案事＝

　　　　　　　項としそ毒価の対象と寺るものにっいては、姦麦の際にあらかじめ明示する．こ；
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　と。原則として麻されていないもの1千つ亡、ては評価をしな㍉・こと。　　1

　　　　　　③定性的な評価項’目にっいでも、できる娘り真体的に評価墓準を示女こと．　≡

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユ



　　　なお・事業によっ下は・例えぱ意匠のよう省定性酌な評価ユ頁目の優劣が民聞．

　　事業者の評価・選定の大きなウェイトを占めることがある。このような場含に’1

　　おいて、事業全体を実施する民閲．事業者の選定．が当該評価項．’實によって左右さ：

　　れることが適当でないと．考えられるときに1壬、当該評価項目に係る都分のみを＝
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　　事前に公募等によって決定し走上で、ごれを鼠蘭事業者の募奏の際に仕様とし＝
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一
　　て師し・、苧簡事業者の募集・評価．．選定を行う干とも考えら帆　　　1

㊥，評即当牟っ下ぽ・触者聞の順帥サ1ζより郡するのではなく、設定さ1

　　れた評価基準に徒ろてそれぞれあ提案を個男1止評価すること。　　　　　　　1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　呈
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　1
（4〉、＝．上記！1！③g琴・閥の蹄については・鯛辞者が応募する；干当たつて、性金1

　発注に詩応する仕棲め検討、創意工夫及び長嘉の事業期商に対応する事業計爾の…

検甲を1マう螂1あること等・平た・契約を森細る1と当たって・・選定さ脈民1

、聞撃予苧畔した事静画に基づく奏約卸作成をわ必琴があること等から1

　配慮赤必要である。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　；
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＝
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　；
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1、（5）上師（ユ）叩応募者㍗負担の軽減については・募集の際に明示する評価邸・1

　甲伊琴苧早外め串午で評価しない干とを明記する；と・当該提案書にろいて必要1

’干ナ坤苧触にし・必要以上のものを求め午いこと奪が有効獅と考えら1

　れ奉1．．＝．．　　　　　　．　　　　　　1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　；
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I（・）募牢咋岬する公共施設竿の管琴者等の意図が応募者に卿こ行わるよl1

＝芒干・苧1干当たろ下は・契纏秦を蘇付すること又は入札説酷奪において契約1

条徐の基本的な考え方をでき予即具体竿に去すこと占泌邦吟　　1
　　また、曳闘事業者への支払方法や民閥事業者に譲すペナルティについても同様’

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　茱干即に干す干キが率要である垣プ・当該支払方法やペナルアィについて・民1

　甲苧咋雫できるものと←て募集鵬こあらあ・じめ明示した上そ・朗事業1

　茸め選走のための評価墳目の封象とすることも考えられる。　　　　．　　　；

（ブ）’二’曳融業者には鯖の機会を喜えるとともに、質悶に対する回答については、ll・1㈹七

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　公平性を確保するため他の添募者にも公表することが適切そある。ただし、応募；

亨叩殊蝉術・ノウ／哨に係る雫闇・酷にろいては・公表することによ1・1

　応寡者の権莉、競争上の地位毛の他正当な禾ij益を害するおそれがあるものは公表＝

　しないといった配慮が必要である。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＝
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I
　　ま牟、今共施設等の管理者奪と赤募者あ閥で考え方g簸蠕を来さないように、…

　苛龍な限り複数回、質間・回蓉の癌会去設けることが望ましい。　　　　　　　…

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I　　牟お’・質馴干対←ては十坤討したキで薗答する必要があるが・購事業者が1

　応募に当たって必要とする團答については、民閥事業者の応募の検討に間に合う；
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1



　　　　　　ように回答する必要がある。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　；
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　干
　　　　．（・）’契約の鰍室るまでの羊鮭を融1却紬、．瞬g提咋加えて■
　　　　　　’資金’読蓬計画及びそめ実劫性確疾あためあ芳法善にろいて毎告させることが望＝

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I　　　　　　ましい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　；
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　；
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＝
　　　　　（o）’応募した賄妻業者が酷後内1事業宇美施するた昨妹に法人を設立1

　　　　　　す牢とが雫定さ峠場合・民繭桑卸募美に当たつでぽ、．瞬し牟民聞事1

工　　集者が選定後新たな法人を設立し申該台・i幸坤実卒しそも差し支えない1

。　こと友び当畔瞭業去が・坤法人呼埣亨め・却り事業を適正か1
　　　　　　つ甲干琴施する役割を果た†ことを率倖とチ午ξを募卸駄あらかじめ1

　　　　　　萌示しでおくことが必要である・　　　．　．　、　1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＝

　　　　（会計法令の適用を受ける場合）　　　　　　　　、　　　　　　　　　　　　　≡
　　　　（10｝会計法令あ適用を受ける契約によっで実施される秦桑圭こらいそは、次の事項…

　　　　　　に留意する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　’　　　　＝

　　　　　　①民簡事業者の選定にっいては、会計法令に基づき、一般競争入外によろこ≡墓＝1ω

　　　　　　　とが原員劃で狐　　　　．．　　　T・・　　1
　　　　　　申’一般競争入1咋おいて・畠由事桑者の鯖工夫を細す砕定≡卸嘉合一11㈹

　　　　　　　会訣法令坤牢に従い宿棲及びその他の条件1とより酸をウ干と／いわゆ1

　　　　　　　．予「総岬価二般競争入札」）岬能で狐．、　十」・　　1
　　　　　　③二般競争入札においてド般細参カ1着？資苧要件を設全す乞場合・縫1

　　　　　　　しようとする与」ビ久の鰯・内雫に応pて・．資坤鉢齢る紙長期1

　　　　　　　間のリスク管理能カやマネデメ．ント鉦カ等め要件を含吟、丁蜂競争参加者の1

　　　　　　　蝉琴件岬審査基準を釦≒設定す葎≒と紬裏であえ　　　1
　　　　　　　　舛師の苧る即事業者㍗参砕会を痢睡しないたや’1と申・資格要件1

　　　　　　　午・し下呼者沽i実績苧週度に諭し小工夫も・．当菌腺考えられ1

七　　　　　　る。　　　．　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
　　　　　　④　さらに、上記あ資湊妻件に加え、志募去の会痘の軽油も考念し、民閻事業1

　　　　　　　者が提案しようとする事＝業計画カ圭、募集する事業に関して’定の性能を有し；

　　　　　　　ているかどうかの審査を事前に行うことにより、当該事業を適切に実施でき1

　　　　　　　る能カを有する民閲事業者のみが、より註細在婁業計画毒を体歳の上、一般＝

　　　　　　　競争入札に参加できるようにすることが適当と考えられる。なお、その資格≡

　　　　　　　審査のための提出資料にづいては必要最小限の内容のもあにとどめるものと…

　　　　　　　する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、　　：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　’’⑤　契約の相季方となるべき曳簡事業者’め’申’込みに係る価格で提案内容に適合；
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I
　　　　　　　した履行がされないおそれがある場合は、その実現可能性．を確認することが；



　　　必要である。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
　　⑥　入札後、契約の締緒に当たっては、民間李業者が提案できるものとして募集｛

　　　の敵あ宇かじめ明示された事項や蝉な事項を除き、落札看の入札脇及び1

　　　入札説囎等に示した・契約内．寄につり．て≡、，“．牽更・できないこ．とに留意する必要が1

　　　ある。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I　　　会計法令の適用を受ける契約に基づくP　F　I事業においては、一般競争入札が善：1ω

　　原甲であるが、競争に午・ることが不可能又は困難な場合・随意契約｛こよる三とが1

　　可能申る一咋・蹄に付峠鰭果・入札者がいない・落札着がいなセ・又は落1

　　札者赤契約を結ばない場合、再び入丸垂実施するほか、会計法令に従い陵意契約＝
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　壬　　ヒよる三と桐能である。吟鮭意幸糸勺による場合にも、・一・（・）の考え方1

　　印？と坤帥細が坪である。．　・．　　1±
　　　なお、こ抗ら民閲事業者あ選定等の手続に当たっては、政府調達協定（＊）との：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　整合性の確保が必要である。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　；
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　；

　　ジ政卿琴雛」とは・、1…年・肺目マラケシュで作成さ．れた政細達に1

　　　関する協定をいう。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I

｛審査方法）　’　　　　　　　’　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　…

（1王）鯛事秤の選定に当たって・客鮒判野能カのある外即コンサルタント等1
　　の括用去臨ことも肴効である。ま走、事業提案の内容率査において有識者讐か1

　　らなる審査奏貞会を譲けて意見を噛くこ主も一つの方法である。　　　　　　　≡

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　9・岬のコン抑タント箸を師する場合は・上記卜・（・）．に留意する。　1

　　㊧、、また・韓委員全を設ける場合・卯点について留意する。　　　1

　　．ア琴委畔委平事叩に公奉すること一　　　　　1
　　　イ　審査委員会の位置付けを明確にすること。　　　　　　　　　　　　　　…

　　　ウ．設叶等め技術瞬価の歯花を図グ争琴目jこつ1・て複薮の委貫による評1

　　　　伊を行う讐、詐姑の巷観性を確保するような措置を講じること。　　　　　＝

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　なお、いずれの塩合におい七も1民間毒業者の選定に対する意恩決走の責任、；　．

　　弾明責年惇公共施設簿あ管理者等にあることに留意する。　　　　　　　　　　1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　；　‘

4二2民間事業者あ選定結果の公表　　　　　　　　　　　　　　　＝
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＝
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（玉）民簡事業着の選定を行ったときは、その結果を遠やかに公表する。　　　　　　跳基珊

‘2）公表に当たっては・評価の結果・評価墓準及び選定の方法に応じた選定週程の捧二10〕
　　　■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，

チ



資料　10

自治事務次官通知



自？台睡匝第67号

平成．12年3月29目

各都遣府県釦事

各指定都市市長

自治事務次官一

地方公共団体におけるPF工事．業について’

　今般、民聞資金等6活用による公共施設等め整傭讐の促進に関する法偉（平成11年法

律第ユ17・号』以下r　P　F　I法」という。）第4条第1項に定める墓本方針が制定．されま

した。壊方公菜団体においては、下記事項に留意のうえ、適切．に対応されるようお願いし

ます。

　なお・貴都遺府県内市区．町村にも三の旨周知されるようお願いします。



記

第ユ．総括的事項

ユ　P　F　I法は・、平成1ユ年9月24目に施行され、同法第4条第ユ項に基づき、内閣総

理大臣が、平成ユ2年3」弓ユ3肩、別添のとおり基本方針を定めたところであること。

　基本方針は、国（特殊法人その他の公秦法人を含む。〕が公共施設奪の管理着等として

行うP　F　I事業について主として定めたものであり、地方公菜顕体については、本基本方

針の憲めるところを参考として、PF工事業の円措な実施の促進に努めるものとされてい

ること。

2　以下、本通知において、次の用語は、それぞれ下記のとおりとする．

（1〕P　F　I箏業　地方公共団体がP　F　r法第5条第ユ項の実施芳針を定’あて実施するP

F　I法第2条第4項に定める「選定事業」をいう．

く2）P　Fユ箏業者　P　F　I法第7条第1ユ項の規定によりP盲I事業を実施する者として

選定された者をいう占

（3）PFユ契約・地方公共団体とPF互事業者の問で締緒’される、PF工事業に係る契

約をいう（P　F　I法第9条に定める議会の議決が必要な契約にあっては、これを経たもの

に限る。）。

（4〕政府調達協定　199・4牛4．月ユ5日マラケシュで作成された政府調達に関する協

定をいう。

（5〕特例政令　地方公共団体の物晶等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平

成7年政令第宕72号〕をいう二

3　P　F　I法第9条及び民闇資金等の活用による公共施設等の整備の健進に関する法律施

行令に定めるとおり、以下のP　F　I契約にっいては、あらかじめ議会の議狭を経なけれ．ば

ならないこと。これは、地方自治法第96条第ユ項第5号に定める議会の議決との均衛を

考慮するとともに、P　F　I審業に係る将来の財政負担等を議会においてチェヅクする趣旨

であること。また、この場合における金額は、P　F　I契約の予定祇格の金額のうち維持管

理、運営讐に婁する金額を除いた金額により判断するものであること。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　千円

都道府県

法第二条第ヨヨ1項に規定する選定事業者が　　　　　　　　　　　　500，O　O　O

建設する同条第一項に規定する公共施設地方自治法（昭穂22年法葎第67号〕第252

等（地方公共由体め経営する企業で飽方　条の三9第三項に規定する指定都市（以下こ

公営企業法（昭和二十七年怯葎第二百九の表においてr指定都市jという。）

十二号）第四十条第一項の規定の適用が　　　　　　　　　　　　　昌O　O．000

あるものの業務に関するものを除く。〕市（指’定都市を除く。）

の買入れ又は借入れ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　150．O　O　O

町村

5．O，000
4　PF　I法が、いわゆる第三セクタ」の抱える諾課題等を考盧のうえ立法された経緯も

2



讐云然篶篶1，篶鳥11㌫㍗1鴛
5自準省は率臣官離酸を窓口として相談に鮎こととして1・る二で、、、、事業
あ鋤を桧討して1嚇蝿体は積極的に棉談すると／。また、（財）．地域総合整備

なおし｛去桑に身する黛んであ一て現／了のふるさと磯の要件を満たすものについ

ては・Lれを対象とするものであること詳細は（財）地域総合整備楓こ南会すること

第2　P　F　I事業に係る債務負担行為の位置付け

第3　PF耳事業に係る地方財政搭置

ユ　要件

イ’’畔当該瞬を航公共鹸が整備した揚含に国醐触搬がある事奏につい

亡は・・台職で整傭する場合にも伺等の搭置が講じちれるもの七あること。

2廠幽壷の・梅
ア国雫繊負担金が支出される事業

雌溶溶㌫ヱ螂…酷整備す1場合！購の
イ　地方単独事業として実施されるP　Fユ事業



　　苧一定の鍵で・地方交付税鑓を講じること。

第4　税制上の捨置

第5鋤癩係
ユ契約の柏窃の灘撚の原剣（一般辮入ネL）

　　　』総合評価…般競争入札の渚用．等

・ギ驚箪二1鴛鴛二とl1和て洲・鴫・条第

皇．騨軸中場今の鰭点

ユ諾㌶黒㌘慧篤隻レζ鴛虹る㌣1・

4



較するとともにド般的な・・1事業者が…方如整傭する．を仮定・した場合の標輸

な価格と比較し・薯しく有利亡あるか否か1こより判断するものであること。

・政繍幽定の遼用を受け岬・契約1こついての留意点

　　（！）PFI契約は・公共搬等の駿のみならず、維持管理及び酷をも内蓉とするも

のであり・このため・政府調達雛対象の役務と瀞象外の役務の双方を包含する混合的な

　契約となりうるものであること。

　　’こ1し蝉的嬢桝おいては、主月的である調猷着目し、全体を当鮭目的に係

る調達とし申ごととされてお1・．．圭舅．的が麟又は齪の対象である役細達契

約であって1当繭約の全体の予定価椿（主目1ら以外の物騰及び役務に係る価額を含む

“…適用基準額を趨える場合に・繍政令の適用を受けることとされでいるので、都道

府県及び指定都市において鰯すること一嚇公共団体の物撒は瞬務の調
達手続の特例苧定める政令の公布について・皐戒・隼・・月・．目付け自治行第。。新政

　’課長遼知参’顧）。

（2）納政令第1・条本文において亨f肘乞地方蹄法施行令第。。。．細第。r磁

3号の「緊急の必要！とは・例午ぱ・災害時・におlrて一般麓争入札又は指名競争入札の方法

…ヒ晦鮭’と峠ぽ・そ？＝竿期を失レ、あるいは全．く契約の目的を達する・とと・雌

な＜なり’・纏紬壬な1壬走し／不牟1鉦畔至る．よ鵬合を雛していること。

’（3〕特触令第1’O条第・項第台由ま、翠計契為について麟契約によることがセきる

としているものであり・建設・縫持禽理、運禽等、設言十以外の内蓉を一体的に含む。。I

契約は・その磁そはないものと解されること。

　4　その他

（ユ〕主盲’・’契約の相勃の決定の享嘉に鮎ては、．離目的錐に対する出資予定暑誓

により構成される・法人格の無い期企業体の形式で参加し、…の選定轄者となつ

・た紙■初あそ法人格を持った紬的会社を設草して、地芳公共団体との細。。。契

約を繍することも差し支え即．・こと。

’（’2）購翰よる発呼可釦と圭光ている（…去第・条秦・囎・・号）オ1、捷

案を行拙聞編を鮮右と←七、雫意契紺こよる…1契約を紺るためには、

地方自’治蝉坤1・・卸第i項各号卿鱒定の適用を受鵬合におし．、そ
は1特触令第i6条第i項縞）に該当する必要があること。

（3）PFI契約の師芳となる民甲事業青の選走手続に参肌た民聞瞬者吾と対し、一

干㍗’ぐ織圭払1こ1細るものでないこと

第6公の施義関係

1PFI事業により公の施設を整傭しようとする場合にあっては、施設の設甑びその

管襲に関する事騨とついては条例で≒れを定めるものであること。　　　，

2地方自治法第2・・条の・第1項に規定する公の施設の管理受託者の要件を満たさな

い民麟業者に対しても・例えぱ下記の諸桑務を…事業として行わせることは可能で

あり二かつ■の蹄事業着に対してこれらの業務を包鮒こ・・1参業として行わせるこ

とも可能であること。

①下記のような事圭上の業務

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5一



・施設の維．持補修箏のメンテナンメ．

・警備

；施設の清掃

・展示物め維持補修

’耳レベーター’の運転

・植裁の管壌

g管験任や処分鰯を地方蜘体に留換した上で、舎理や処分の搬こついてあらか

じめ地方公飽体が設定した基準に従つて紳る下寵のよう鰹断為
・入場券の検認

・甲」用牢込・書の受理

＝利周。許’可1書の交付

畔人の公鋤い廠（地方11台法第…条、・白法施行令第ユ。、ふ、に基づく使．

用料等の牧入の徴奴

④雫施傘甑係るソフト面の企圃

3竿方・自麟24蜘・詰・’硬に規定す苧公6施哀の含理受緯の婁件を滴たさな

い民鱒業者については1当該公の施表の干岬に柘る癖金を当該開事業者の収入と，して

蚊受させるごと及び当該料金を当繍嘩者雌めることとするこ．とはできないこと。

（鋤虜治麟…条の・第・項、鮎填）。

第7　公有財産歯係その他

㌫㌘により公着地十にム雑設等を整傭す1場合には・下記鶴1ついて

．①当坤叩有権が鞠の藍紬ちl1嚇公坤に彦壷し、．鯛さ鵬合に
は・導該麟の舳は行政確として杜魯づけられるものであること。

讐箏夏鴛一瓢簑箒fζ票憶篶：ね亡㌫ζ鴛

善亭驚二1・鶯鴬篤碑ア潟簑鴛鵡：簑サ㌫鴛ζ
る」と。

二孟＝1↑葦瓢驚㌫ζ夏詑ニニ㌶鴛㌶㌶二膿箒纂

169条及び第1・・条の・）の適用について留意すること。

’6



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（別紙〕

○最磁第二小法廷判決（昭和・・年3月・。目）

　　「その性質叉は目的糠入札に適しな・1ものをするとき」とは、原｝決の判示すると

おり・不警産の買入れ叉は借州と関する契約のよ1に当該契約の目的物の桂質カ三ら契約

の苧がおのずから特定の者に限定されてしま1場合や契約の織を秘密にすることが

三該契約の目的を達成する上で必要1される場合など当該契約の性質又は1的苧1照らして

脇ご入札㌘芒による契約の繍が不可歓は薯し／困難とい1べき場合がこおに該当す

義1篶基曇蒸素；1祭；黒11薫
体では多少とも価格の宥利性を犠牲にする結栗になるとしても、普通地方公共団体におい

て当該契細目的・内容に照皇しそれにl1麻する資カ、信用、鐘、経鱒を有する相壬

方を離しその者との闇で契約の雛をするとい1方法をとるのが当該塞約の牲質に照ら

≒叉慧その目的を究讐に塗成す芒竿よ1妥当であ1・ひい∫は当該普嚇公共団体

の利益の雛につながると合醐こ半蜥される場合も同項1引注・昭和。。年改正前の

地方自治法歯行令第…条の・箪聯！号。現磯・号〕にムげる場合に該当する

ものと爆すべき王紘そして・右めよ1な場合に該当するか酬ま、契約の公正及び価

格3有利性を図ることを目的としそ普通地払繊の契約締結嚇に制限を加えてい

る副記法及び令の鮨を醸・・個・具体的な契約ごとに、当該契約の種類、内容、幽

・目的鵠般の事情を考慮して当該普通地方公堀体の契約担当者の合理的な裁量判断に

より決定されるべきもめと解するのが相当である。

　　　　（別添〕

一購資金等の活用によ砕栽設響の整麟に関する事業の実施に関する墓本方針

　　　　（平成ユ2牢3月13目総理府告示第1工号〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～省略～

ク


